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９ ４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］ 市町村の推進体制の整備等  

浜松市中心市街地活性化基本計画の策定（見直しを含む。）及び進行管理を行

うとともに、中心市街地活性化施策の重要案件について、まちづくり業務に係

る担当部課の連携により総合的な協議・調整を行い、中心市街地活性化計画の

円滑で効率的な推進を図ることを目的に、庁内連携組織として平成 11 年に「中

心市街地活性化委員会」を設置した。

また、当該委員会の所管事務に関して、調査研究、調整等を行うための「中

心市街地活性化委員会幹事会」を設置するとともに、中心市街地活性化基本計

画の策定にあたり、個別のテーマによる各種事業の検討が必要であると考え、

「都心居住」及び「歴史・文化・都心観光」の 2 つをテーマとして幹事会担当

課及び追加担当課を加えて「都心居住部会」及び「歴史・文化・都心観光部会」

を設置した。 

さらに、当該基本計画が、商業者、地権者、地域住民等の多くの人々にとっ

て、より地域に身近な計画となるよう計画区域内の商店街及び自治会とのタウ

ンミーティングを広く実施することで、当該計画に反映させることとした。 

中心市街地活性化委員会 

中心市街地活性化委員会幹事会 

都心居住部会 歴史・文化・都心観光部会 

《所管事務》 

・中心市街地活性化基本計画の策定（見直し含む） 

・中心市街地活性化基本計画の進行管理 

・中心市街地活性化施策の重要案件に関すること 

・各種資料及び情報の収集に関すること 

・中心市街地活性化委員会の所管事務に関しての調査研究、調整等

・個別のテーマによる各種事業の検討 

【事務局】 産業部 産業振興課 

中央地区自治会連合会 

アクト地区自治会連合会 

駅南地区自治会連合会 

肴町発展会 有楽街商店街振興組合 後道繁栄会連合会 

鍛冶町通り商店街振興組合 ゆりの木通り商店街 他 9商店街 

自治会 商店街 
タウンミーティング
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＜浜松市中心市街地活性化基本計画の策定に向けた検討経緯＞ 

中心市街地活性化基本計画の策定にあたり、中心市街地活性化委員会、中心市街

地活性化委員会幹事会及び部会において、下記のとおり検討を行った。 

  また、今期の基本計画をより市民にとって身近なものとしていくために下記のとお

りタウンミーティングを実施し、基本計画策定の参考とした。 

◆ 中心市街地活性化委員会 

開催年月日 会議名及び議題 

平成 26年 6 月 11 日 第 1 回浜松市中心市街地活性化委員会 

・浜松市中心市街地活性化基本計画の策定について 

平成 26年 9 月 30 日 第 2 回浜松市中心市街地活性化委員会 

・浜松市中心市街地活性化基本計画の中間報告について

◆ 中心市街地活性化委員会幹事会及び部会 

開催年月日 会議名及び議題 

平成 26年 6 月 24 日 
第 1 回中心市街地活性化委員会幹事会 

・浜松市中心市街地活性化基本計画の策定について 
・中心市街地活性化基本計画の各種事業の検討について 

平成 26年 7 月 8 日
歴史・文化・都心観光部会 

・歴史、文化、都心観光に係る事業ついて 

平成 26年 7 月 17 日
都心居住部会 

・都心居住に係る事業について 

平成 26年 8 月 21 日 

第 2 回中心市街地活性化委員会幹事会 

・自治会、商店街とのタウンミーティング報告について 
・内閣官房との協議の状況について 
・浜松市中心市街地活性化協議会について

◆ 中心市街地活性化基本計画自治会及び商店街向けタウンミーティング 

７月 ８日（火）19：00～20：45 中央地区自治会連合会 

７月２２日（火）14：00～15：30 肴町発展会他 

７月２４日（火）13：30～15：00 有楽街振興組合他 

７月２９日（木）14：00～15：30 鍛治町通り商店街振興組合他 

７月２９日（木）19：30～21：00 ゆりの木通り他 

８月 ７日（木）14：00～15：30 後道繁栄会連合会他 

８月１９日（火）19：00～21：00 中央地区及びアクト地区自治会  

９月２９日（月）19：00～20：30 駅南地区自治会連合会 

合計８回 参加者９６名 
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項  

（１） 浜松市中心市街地活性化協議会の概要 

１） 協議会の設立趣旨 

本市では、これまで官民協働で活性化施策に取り組むため、平成 11 年～

平成 15 年度までは「都心にぎわい市民会議」、平成 16 年度からは「都心再生

戦略会議」を組織し、平成 10 年度に策定した中心市街地活性化基本計画の進

捗管理をはじめ、様々な課題に対する対策や事業などについて協議を行って

きた。  

その取り組みをさらに推進させるとともに、より実効性の高いものとして

いくため、浜松商工会議所及び一般財団法人浜松まちづくり公社が共同設立

者となって、平成 19 年 4 月 26 日に浜松市中心市街地活性化協議会（以下、｢協

議会｣という。）を設立し、前期中心市街地活性化基本計画を策定した。 

今期中心市街地活性化基本計画における協議会は、前期計画の委員構成に

加え、平成 22 年度にまちなかの関係団体、企業が一堂に会して設立された浜

松まちなかにぎわい協議会を中心に、浜松商工会議所のリーダーシップのも

と自治会連合会や個別商店街などの参画を得て、強固で結束力の高い構成と

した。 

２） 協議会の役割 

協議会の役割は、中心市街地の活性化に関する法律第 15 条 9 項により下記

に掲げる事項について協議し、浜松市に対し意見を述べる、または提案する。 

なお、今期の計画策定にあたっては、協議会として、官民連携による各種

事業等について積極的に提案することとしたため、新たに幹事会作業部会を

設置した。 

《開催状況》 

開催年月日 議題 

平成 26年 6 月 6日 

１ 委員追加・変更について 

２ 規約の変更について 

３ 経過説明 

４ 「地域活性化モデルケース提案書」について 

５ 中心市街地活性化基本計画法改正について 

６ 平成 25 年度事業報告(案)ならびに収支決算(案) 

７ 平成 26 年度事業計画(案)ならびに収支予算(案) 

８ その他（作業部会の設置について） 

平成 26年 7 月 14 日

１ 委員の追加について 

２ 作業部会進捗状況について 

３ 平成 26 年度予算変更(案)について 

・浜松市が作成しようとする基本計画

・認定基本計画

・認定基本計画の実施に関し必要な事項 等
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平成 26年 8 月 19 日

１ 今期浜松市中心市街地活性化基本計画について 

・浜松市より報告 

・作業部会より報告 

２ 外部専門家委託について 

３ 協議会の予算(案)について 

平成 26年 9 月 25 日 

１ 浜松市中心市街地活性化基本計画について 

  （中間報告）

２ 作業部会の検討状況について（意見交換） 

３ 作業部会委員追加(案)について 

平成 26年 10 月 30 日
１ 浜松市中心市街地活性化基本計画について 

  ・説明  ・意見交換

平成 26年 11 月 26 日

１ 浜松市中心市街地活性化基本計画について 

  ・意見集約 等 

２ 作業部会の進捗状況について 

  ・経過報告 
・公共空間(鍛冶町大通り)の利活用について

平成 26年 12 月 22 日
１ 浜松市中心市街地活性化基本計画について 

  ・意見集約及び承認 等 

平成 27年 3 月 23 日 
１ 浜松市中心市街地活性化基本計画について 

  ・認定の報告 ・意見交換 

平成 27年 6 月 22 日 

１ 委員選任について 

２ 平成 26 年度事業報告(案)ならびに収支決算(案) 

３ 平成 27 年度事業計画(案)ならびに収支予算(案) 

４ 浜松市中心市街地活性化基本計画の進捗状況 

５ 浜松市中心市街地活性化基本計画の変更申請につい

て 

平成 27年 10 月 5 日 

１ 役員変更について 

２ 浜松市中心市街地活性化基本計画の進捗状況につい

て 

平成 28年 1 月 27 日 

１ 浜松市中心市街地活性化基本計画の変更について 

２ 鍛治町大通り利活用調査検討事業について 

３ インバウンド事業について 

平成 28年 5 月 24 日 

１ 役員変更について 

２ 平成 27 年度事業報告(案)ならびに収支決算(案) 

３ 平成 28 年度事業計画(案)ならびに収支予算(案) 

４ 浜松市中心市街地活性化基本計画の進捗状況 

５ 浜松市中心市街地の発展と役割を考える会について 

６ 中心市街地のインバウンドに関する調査報告 

平成 28年 10 月 13 日

１ 浜松市中心市街地活性化基本計画個別事業の進捗状

況について 

２ レンタサイクル実証実験について 

平成 29年 1 月 30 日 

１ 浜松出世の館の状況について 

２ 浜松レンタサイクル事業について 

３ 万年橋パークビル利活用事業について 

４ プレミアムフライデーについて 
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平成 29年 6 月 23 日 

１ 役員変更について 

２ 平成 28 年度事業報告(案)ならびに収支予算(案) 

３ 平成 29 年度事業計画(案)ならびに収支予算(案) 

４ 浜松市中心市街地活性化基本計画の進捗状況 

５ 浜松市中心市街地活性化基本計画の変更 

６ 浜松市中心市街地の発展と役割を考える会の進捗状

況 

平成 30年 2 月 2日 

１ 役員変更について 

２ 浜松市中心市街地活性化基本計画個別事業の進捗状

況 

３ 中心市街地の開発状況について 

４ 会計検査の結果報告について 

平成 30年 5 月 22 日 

１ 平成 29 年度事業報告(案)ならびに収支予算(案) 

２ 平成 30 年度事業計画(案)ならびに収支予算(案) 

３ 浜松市中心市街地活性化基本計画の進捗状況 

４ 浜松市中心市街地の発展と役割を考える会の進捗状

況 

平成 31年 2 月 5日 

１ 役員変更について 

２ 浜松市中心市街地活性化基本計画の変更 

３ ソーシャルインクルージョン拠点整備事業について 

４ 浜松市中心市街地の発展と役割を考える会について 

５ THE GATE HAMAMATSU について 

６ 新川モールについて 
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（２）浜松市中心市街地活性化協議会の組織図 

設置者（必須構成員） 

①都市機能の増進      ②経済活力の向上 

中心市街地整備推進機構 

(一財)           浜松商工会議所 

浜松まちづくり公社       

任意構成員 

法第15条第4項に規定するもの

・浜松市 

・商業者 

・地域経済 

・関係団体など 

浜松市中心市街地活性化協議会 

事務局： 浜松商工会議所内に事務局を置くものとする。 

活性化協議会として、本計画における市民協働を推進していく

ための各種施策を積極的に提案することを目的として設置

《中心市街地活性化基本計画幹事会作業部会》
メンバー 浜松まちなかにぎわい協議会（座長） 

     （一社）浜松商店界連盟・浜松市中央地区自治会連合会 

     （一財）浜松まちづくり公社・浜松市 

浜松商工会議所（事務局） 



- 157 - 

（３）浜松市中心市街地活性化協議会の構成員及び協議会委員 

構 成 員 
協議会委員 備考 

団 体 名 根拠法令 

浜松商工会議所 
法第 15 条第 1項関係 

（商工会議所） 
大須賀 正孝 商工会議所会頭 

浜松商工会議所 
法第 15 条第 1項関係 

（商工会議所） 
小杉 和弘 商工会議所専務理事 

（一財）浜松まちづくり公社 
法第 15 条第 1項関係 

（中心市街地整備推進機構）
岩井 正次 常務理事 

浜松市 
法第 15 条第 4項関係 

（市） 
鈴木 康友 浜松市長 

（一社）浜松商店界連盟 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
御園井智三郎 商店界連盟会長 

浜松商工会議所 
法第 15 条第 1項関係 

（商工会議所） 
石黒 衆 商工会議所副会頭 

浜松まちなかにぎわい協議会 

法第 15 条第 4項関係 

（まちづくり団体） 斉藤 薫 

会長 

（遠州鉄道㈱代表

取締役） 

中央地区自治会連合会 
法第 15 条第 4項関係 

（自治会） 
齋藤 正 会長 

有楽街商店街（振） 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
黒柳 誠 副理事 

鍛冶町通り商店街（振） 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
徳田 智彦 理事 

後道繁栄会連合会 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
石川 明 会長 

遠州鉄道㈱ 
法第 15 条第 4項関係 

（交通事業者） 
斉藤 薫 代表取締役社長 

㈱遠鉄百貨店 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
中村 昭 代表取締役社長 

㈱ザザシティ浜松 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
中川  隆 代表取締役社長 

㈱静岡銀行 
法第 15 条第 4項関係 

（地域経済） 
杉田 光秀 

常務執行役員 

西部カンパニー長 

浜松信用金庫 
法第 15 条第 4項関係 

（地域経済） 
平井 正大 常務理事 

浜松ターミナル開発㈱ 
法第 15 条第 4項関係 

（地域経済） 
岡部 正幸 代表取締役社長 

（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

法第 15 条第 4項関係 

（地域経済） 中西 利充 専務理事 

静岡文化芸術大学 
法第 15 条第 4項関係 

（学識経験者） 
池上 重弘 副学長 

肴町発展会 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
伊東 隆司 会長 

サゴーエンタプライズ㈱ 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
小野 晃司 代表取締役社長 

日管㈱ 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
三輪 容次郎 代表取締役社長 

浜松委託倉庫㈱（マル Hビル） 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
鈴木 健一 代表取締役社長 

㈱間渕商店 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
間渕 亨夫 代表取締役社長 
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丸八不動産㈱ 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
平野 啓介 代表取締役 

浜松料理(協) 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
御園井 克旨 理事長 

浜松市中央地区駐車場(協) 
法第 15 条第 4項関係 

（地域経済） 
中村 皇積 理事長 

※ 浜松市中心市街地活性化協議会の目的 

協議会は、次に掲げる事項に係る協議を行うことを目的とする。 

① 浜松市が策定する中心市街地活性化基本計画及び認定基本計画、並びにその実施に関し、必要な事項につい

ての意見提出 

② 民間事業者が国の認定及び支援を受けようとする事業計画について協議 

③ 前 2 号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項

（４）浜松市中心市街地活性化協議会幹事会作業部会 

・設置経緯・・・ 本計画策定にあたり、浜松市中心市街地活性化協議会とし

て官民連携による各種事業等について、積極的に提案するこ

とを目的として設置された。 

また、本計画の認定以降の新たな事業等の実施に伴う本計

画の変更についても、積極的に提案することとしている。 

さらに、中心市街地において、民間活力により実施されて

いる各種事業を支援するとともに、将来の中心市街地のある

べき姿について、地権者、商業者、企業及び地域住民とのコ

ミュニケーションを密接にしながら、検討していくこととし

ている。 

・組織体制・・・浜松まちなかにぎわい協議会（座長） 

          （一社）浜松商店界連盟・（一財）浜松まちづくり公社 

           浜松市中央地区自治会連合会・浜松市 

           浜松商工会議所（事務局） 

           ※必要に応じて、随時メンバーを追加することとしている。 

１）中心市街地活性化協議会幹事会作業部会の活動について 

《開催状況》 

回数 月日 回数 月日 

1 平成 26 年 6 月 12 日(木) 16 平成 26 年 10 月 2 日(木) 

2 平成 26 年 6 月 18 日(水) 17 平成 26 年 10 月 9 日(木) 

3 平成 26 年 6 月 26 日(木)  18 平成 26 年 10 月 14 日(火) 

4 平成 26 年 7 月 1日(火) 19 平成 26 年 10 月 20 日(月) 

5 平成 26 年 7 月 7日(月) 20 平成 26 年 10 月 28 日(火) 

6 平成 26 年 7 月 10 日(木) 21 平成 26 年 11 月 5 日(水) 

7 平成 26 年 7 月 22 日(火) 22 平成 26 年 11 月 11 日(火) 

8 平成 26 年 7 月 28 日(月) 23 平成 26 年 11 月 17 日(月) 

9 平成 26 年 8 月 4日(月) 24 平成 26 年 11 月 21 日(金) 
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10 平成 26 年 8 月 15 日(金) 25 平成 26 年 12 月 4 日(木) 

11 平成 26 年 8 月 27 日(水) 26 平成 26 年 12 月 10 日(水) 

12 平成 26 年 9 月 9日(火)   

13 平成 26 年 9 月 16 日(火) ※   

14 平成 26 年 9 月 18 日(木)   

15 平成 26 年 9 月 22 日(月)   

※ 自治会意見交換会

（５）中心市街地活性化協議会幹事会作業部会による新たな仕組みづくり 

作業部会において官民連携による新たな取り組みの推進にあたり、公共空間

を民間が主体となって効果的に活用することで来街者の増加を図る等、活性化

に寄与する新たな仕組みづくりを目指す。 

１）官民連携による公共空間の利活用推進及び組織体制等について 

   ① 目的と意義 

    これからの公共空間利活用のあり方は、行政主導による公共空間の規制緩

和による活用推進だけではなく、まちづくり団体、商店街、商業者、地権者、

居住者などの多くの方々が連携し、一体となった民間発意による公共空間利

活用の提案から実施、推進していく仕組みが必要である。 

② 利活用推進方法 

    ・「民間主体によるエリアマネジメント組織の構築」 

      公共空間を積極的かつ持続的に活用していくエリアマネジメント組織

を、当該空間を活用する当事者である商業者、地権者、居住者、企業、

商店街、自治会が主体となって構築する。また、将来的には当該組織が

公共空間の活用事業に留まらず、エリアの調整役としての機能を担える

よう強化していく。 

    ・「官民連携による効果的なエリアマネジメントの実施」 

      民間主体のエリアマネジメント組織が公共空間の活用を推進していく

ためには、規制緩和などの行政のサポートが不可欠である。当該公共空

間の運営にあたり、官民が一体となった効果的かつ効率的な運営体制を

構築していく。 

・「循環型のエリアマネジメントシステムの構築」 

      エリアマネジメント組織によって得られた収益を公共空間の整備や公

共的なサービスなどへ再投資していくことによって、官民連携による経

済的な支援体制を構築していく。 
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《民間発意による公共空間利活用イメージ図》 

③ 『中心市街地の発展と役割を考える会』～鍛冶町大通りの利活用推進～ 

     今期の計画策定にあたり、中心市街地活性化を推進するための公共空間の

利活用を、民間の視点で見直した。その中でも中心市街地の象徴的な場所で

ある鍛冶町大通りを、にぎわいを創出するための最も活用すべき公共空間と

位置づけ、多くの方から憩いの場、思い出を作る「広場」などの意見を聞く

ことができた。 

     当該空間の利活用方法の検討にあたり、単に行政に要望、提案するのでは

なく、商業者、居住者、地権者や企業、商店街、自治会などの多くのまちな

かのステークホルダーが垣根を越えて団結し、自ら知恵と汗を出して、当該

公共空間を活性化させるために周辺地域の活性化も含め、すぐにできること

から将来のあるべき姿までを調査、検討したうえで実施していこうという機

運が高まり、隣接する商店街及び自治会による検討組織『中心市街地の発展

と役割を考える会』を立ち上げることとなった。 

     今後、本市及び作業部会としては、当該組織に対して、アドバイス、ファ

シリテイトなどの支援をしていくなかで、当該公共空間の利活用も含めた中

心市街地のにぎわい創出などの活性化を図っていく。 

公共空間利活用検討組織 

運営・管理

マネジメント 

商業者 企業 居住者

組織 

結成

・公共空間の利活用検討 
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提案 
マネジメント組織
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浜松市 

許

可

支援 
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再投資 

公共 
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支援 

支援 
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２） 官民連携による持続的なまちづくりの取り組み体制の構築 

   ① 目的と意義   

浜松まちなかにぎわい協議会等の民間主体のまちづくり団体が発足した

ことにより民間主導型でのエリアマネジメントの取り組みが活発になって

いる。 

     これらの民間主体によるまちづくり団体等の活動や機運を効果的なもの

とし、中心市街地活性化に結びつく新しい事業やサービスの創出を図って

いくためには、継続的な事業実施が可能となる仕組みの構築及び官民が一

体となって、様々な市民活動ができる場や機会を提供することが必要であ

り、実現に向けて作業部会と本市、そして多くのまちづくり団体等が一体

となった取り組みの推進が重要である。 

   ② 推進方法 

・民間のまちづくり組織による市民協働のまちづくり活動の促進 

      「自分たちのまちは自分たちの手で」のコンセプトのもと、民間が主

体となり設立された「浜松まちなかにぎわい協議会」の設立によって、

これまで多くのまちなかの関係者によるネットワークが構築、強化され

てきたことで自ら積極的にまちづくりに参加する商業者、商店街、市民

が着実に増えている。 

このような活動を持続的なものとしていくためには、浜松まちなかに

ぎわい協議会のように、まちなか関係者による多様な主体やエリアを対

象としたまちづくり組織が生まれていき、それらがネットワーク化され、

相互に協力しあい、さらには行政との連携を図っていくことが重要であ

り、本市及び作業部会ではこのようなまちづくり組織同士のネットワー

クの構築、強化を支援していく。 

    ・官民連携による中心市街地でのサービス創出の支援・促進 

      低未利用地や空き店舗が増加している中心市街地において、にぎわい

を生み出し、また、回遊性も向上させていくためには、新たなサービス

を創出していく必要がある。民間活力を導入しながら官民が連携し、に

ぎわいの創出及び回遊性の向上に向けた低未利用地の活用や新規事業創

出などの取り組みを支援、促進する。 

３） 創造的なまちなかの担い手の育成（今後の検討課題） 

   ① 目的と意義 

     現在の中心市街地では、民間主体によるまちづくり活動が活発になりつ

つあり、積極的に活動に参加するまちなか関係者も順調に増加している。 

     まちづくり活動とは継続的に実施されることも重要であり、現在、実施

されている活動を維持、あるいは新たに生まれてくる活動を支えていくた

めには、まちづくりに寄与する事業を立ち上げて推進していく創造的な人

材やあらゆる活動を支援していくことができるノウハウを蓄積したまちづ

くり団体が必要である。 

   ② 今後求められるまちづくり人材 

・まちづくりに関する活動を担う人材 

・まちづくりに関する活動をマネジメントし、且つ、担い手となる人材 
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（６）浜松市中心市街地活性化協議会による答申書（平成 26 年 12 月 22 日） 
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進

（１） 客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業及び措置の集中実施 

１） 市民アンケートによるニーズ把握   

本市で毎年実施している市民アンケートにおける「ＪＲ浜松駅周辺の魅力と

にぎわい」については、ここ数年改善が図られてきているが、依然として、「不

満」が「満足」を大幅に上回っている状況であり、多くの市民から中心市街地

の改善を望む声が大きい。 

一方で、不満が大きいということは、中心市街地活性化に対する期待の表れ

であると認識をしたうえで、今期の計画策定にあたり、今期計画が市民にとっ

てより身近に感じ、現在のアンケート状況が改善できるよう反映又は参考とし

た。 

「ＪＲ浜松駅周辺の魅力とにぎわい」の推移

8.7 10.2
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２） 「買い物環境調査」によるニーズ把握 

地元シンクタンクによって実施された「買い物環境調査」では、昨今の買い

物方法は郊外のショッピングセンターやインターネット通販へと大きく様変わ

りしており、中心市街地では、大型商業施設を含めて、支出が減少傾向にある。 

平成２５年度　前年との支出金額の比較

8
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16.3
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浜松駅前の百貨店

浜松駅前の大型商業施設

浜松駅周辺市街地の路面店

参考：モール型ショッピングセンター

参考：インターネット通販

増えた

変らない

減った

2年間の支出がない

一方で、「公共交通の利便性」「贈答品」「こだわりの商品」「流行のブランド」

など、郊外のショッピングセンターに対する優位性を示している項目もあり、

さらには中心市街地が「ハレの場」として認知されていることから、この結果

を今期基本計画に反映又は参考とした。 

※ 満足 ⇒ 満足、やや満足の合計値  不満 ⇒ 不満、やや不満の合計値
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浜松駅前周辺市街地とモール型ショッピングセンターの利用理由の比較（複数回答）
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３） 来街者調査によるニーズ把握 

来街者調査によると、「安心して歩ける」、「イベントが盛んである」、「食事を

するところが充実している」のイメージが 5 割を超えている一方で「娯楽・レ

ジャー施設が充実している」、「文化施設が充実している」が 3 割未満であるな

ど、この結果を今期計画に反映又は参考とした。 

《平成 25 年来街者調査：中心市街地のイメージ》 
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４） タウンミーティングによるニーズ把握 

今期計画策定にあたり、計画区域内の自治会及び商店街向けにタウンミーテ

ィングを実施し、参加者から多くの意見、要望を聞くことができ、この結果を

今期計画に反映又は参考とした。 

〔主な意見〕  

・自動車中心から人間中心のまちづくりへ 

・人が住みやすい環境整備が必要 

・居住人口の増加 

・居住人口を増加させるためには、雇用の確保が必要 

・高齢者に優しいまちづくり 

・若者が働けるまち、創業支援が必要 

・創業支援も大切だが、居住者を増やすためのインセンティブも必要 

・前計画で未実施となっている松菱跡地の再生 

・松菱再生の案として市役所の移転やサッカースタジアムの設置 

・プロスポーツチームの誘致 

・美術館などの施設のまちなかへの集約 

・駐輪場の対策、自転車で気軽に来れる環境整備 

・防災の拠点としての中心市街地 

・福祉関係施設の中心市街地への再配置 

・中心市街地に川が必要、暗渠となっている新川を親水公園として再整備 

・浜松城への来場者は増加しており、浜松城公園の早急な整備を 

・浜松城までの導線の確保 

・駅から浜松城まで散策できるような導線の整備が必要 

・駐車場対策として、2時間無料や休日平日の料金差別化などの取り組みを 

・マンション建設により居住者は増加しているため、それにあわせた循環ま

ちバスのルート設定を 

・子育て世代をまちなかに引き寄せる施策が必要 

・空き店舗、空き地対策が急務 

・浜松べんがら横丁の早急な再生 

・県外から集客が期待できるがんこ祭りのようなイベントの実施も必要 
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（２） 様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連携・調整 

本計画では、中心市街地活性化に向けた目標の 1つとして、「浜松型都心経営

モデルの確立～市民協働による都心経営モデルの構築～」を掲げており、その

実現を図るには、まちづくり団体等を核とした推進体制の構築、強化が不可欠

である。 

民間主体の各種事業が持続的かつ安定的に推進できるよう浜松市中心市街地

活性化協議会が核となって、中心市街地活性化を目的とするまちづくり団体や

商店街組織、地域住民の取り組みを積極的に支援していく。 

中心市街地活性化に取り組む主なまちづくり組織等の概要は以下のとおり。 

１） 浜松まちなかにぎわい協議会 

・設  立・・・平成 22 年 4 月 12 日 

    ・会  長・・・竹内善一郎（遠州鉄道株式会社 相談役） 

    ・事務局長・・・河合正志（遠州鉄道株式会社） 

    ・経  緯・・・ 「自分たちのまちは自分たちの手で」というコンセプト

のもと、民間主体の横断的な組織連携により、浜松市中心

市街地の集客力を高め、活性化を進めることで、地域の事

業価値の向上と発展に寄与することを目的として発足 

    ・構  成・・・事務職員 11 名（浜松まちなかマネジメン㈱と兼務） 

            遠州鉄道㈱、浜松商工会議所、㈱静岡銀行、浜松信用金庫、

            ㈱遠鉄百貨店からの出向者 10 名 

            プロパー社員 1名（浜松まちなかマネジメン㈱と兼務） 

             ※ 浜松市は専任の担当者を配置して支援 

            会員数 68 団体 
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№ 団体名
1 1 遠州鉄道株式会社
2 2 浜松商工会議所
3 3 一般社団法人浜松商店界連盟
4 4 浜松市
5 5 株式会社静岡銀行
6 6 浜松信用金庫
7 7 株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社浜松総局
8 8 中日新聞東海本社
9 9 浜松ターミナル開発株式会社
10 10 株式会社ザザシティ浜松
11 11 サゴーエンタプライズ株式会社
12 12 株式会社遠鉄百貨店
13 13 浜松市中央地区駐車場協同組合
14 14 浜松まちなか商業者委員会
15 15 浜松料理協同組合
16 16 浜松市中央地区自治会連合会
17 17 遠州信用金庫
18 18 公益財団法人浜松市文化振興財団
19 19 アクトシティ・ホールディング株式会社
20 20 日管株式会社
21 21 丸八不動産株式会社
22 1 株式会社ブティック・ビギ
23 2 株式会社ＳＢＳプロモーション
24 3 株式会社ＪＴＢ中部　浜松支店
25 4 株式会社呉竹荘
26 5 須山建設株式会社
27 6 三井住友銀行浜松法人営業部
28 7 株式会社谷島屋
29 8 株式会社静岡中央銀行浜松支店
30 9 有限会社大貫
31 10 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行浜松支社
32 11 浜松帝国警備保障株式会社
33 12 株式会社みずほ銀行浜松支店
34 13 株式会社清水銀行浜松支店
36 14 株式会社間渕商店
36 15 後道繁栄会連合会
36 16 肴町発展会
37 1 株式会社静岡第一テレビ浜松支局
38 2 浜松ホトニクス株式会社
39 3 ユニヴｱーサル商事株式会社
40 4 株式会社アサヒコーポレーション
41 5 浜松委托倉庫株式会社
42 6 株式会社ヤマハミュージックリテイング浜松店
43 7 株式会社中村組
44 8 SMBC日興証券株式会社浜松支店
45 9 Anguilla浜松株式会社
46 10 学校法人名古屋大原学園
46 11 株式会社ヤタローグループホールディングス
49 1 株式会社静岡朝日テレビ浜松総支社
50 2 浜松情報専門学校
51 3 浜松ケーブルテレビ株式会社
52 4 静岡エフエム放送株式会社
53 5 名簿への掲載希望せず
54 6 磐田信用金庫
55 7 株式会社イワタ浜松営業所
56 8 株式会社林工組
57 9 一般財団法人静岡経済研究所
58 10 名簿への掲載希望せず
59 11 特定非営利活動法人静岡県西部地域しんきん経済研究所
60 12 公益財団法人浜松観光コンベンションビューロー
61 13 名簿への掲載希望せず
62 1 静岡大学
63 2 常葉大学浜松キャンパス
64 3 浜松学院大学地域共創センター
65 4 浜松中央警察署
66 5 静岡県警察浜松市警察部
67 6 静岡文化芸術大学
68 7 東海旅客鉄道株式会社　静岡支社

平成２６年度　浜松まちなかにぎわい協議会会員名簿
種別

特別会員

賛助会員

役員
正
会
員

一般会員

正会員
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・活動実績・・・１ 既存関係者とのさらなる連携強化 

   (平成 25 年度)   (１)既存イベントへの支援 

              ・得するまちのゼミナール 

              ・BRAND FOOD FES 

              ・はままつ芸術祭 

              ・はままつ冬フェス in machi 

                            ・エコまち倶楽部 

              ・キッズまちなか探検隊 

           ２ 新たな連携づくり 

              ・まちなかイベント連絡会 

              ・バスターミナル地下ステージイベント 

              ・浜松シティマラソン 

              ・ほろ酔い祭り 浜松バル 

           ３ 空店舗の利活用テスト事業 

            (１)こどもプロジェクト 

              ・コナガルセミナー 

            (２)雑貨市『まるたま市』～肴町プロジェクト～ 

            (３)空店舗対策推進のためのノウハウの蓄積 

            (４)不動産勉強会 

            (５)『まちづくり』への関心度醸成(先進都市視察) 

           ４ 駐車場無料化サービス調査・検討事業 

５ 情報の発信 

            (１)にぎわい協議会ブログ配信 

            (２)イベントインフォメーション 

            (３)まちなか情報誌への掲載 

            (４)ＷＥＢサイトの更新 

           ６ 財源の確保 

            (１)エリアマネジメント広告事業 

            (２)浜松市ギャラリーモール指定管理 

            (３)浜松こども館指定管理 

              ※財源の確保については、事業実施会社である浜松ま

ちなかマネジメント㈱が実施 

   ２） 浜松まちなかマネジメント株式会社 

・設  立・・・平成 22 年 10 月 1 日 

    ・経  緯・・・ 中心市街地の活性化を目的に設立された『浜松まちなか

にぎわい協議会』の法人組織として設立 

    ・資 本 金・・・410 万円 
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・株  主・・・遠州鉄道㈱、浜松商工会議所、（一社）浜松商店界連盟、 

㈱ザザシティ浜松、サゴーエンタプライズ㈱、アクトシテ

ィホールディング㈱、浜松中央地区駐車場組合、㈱静岡銀

行、浜松信用金庫、遠州信用金庫 

            ※浜松市は出資していない 

    ・役  員・・・代表取締役 村松 修（遠州鉄道㈱） 

            取締役   森  猛（浜松商工会議所） 

                  河合 章（（一社）浜松商店界連盟） 

                  河合正志 

（遠州鉄道㈱・にぎわい協議会事務局長） 

            監査役   杉田光秀（㈱静岡銀行） 

                  津倉昭彦（浜松信用金庫） 

    ・活動実績・・・１ 財源確保のための収益事業 

             (１)浜松市ギャラリーモール指定管理 

             (２)浜松こども館指定管理 

             (３)エリアマネジメント広告事業 

             (４)イコイ・スクエア自動販売機事業 

             (５)イベント用品レンタル事業 

             (６)イベントマネジメント事業 

            ２ 中心市街地活性化事業 

             (１)イベント支援事業 

             (２)イベントカレンダー事業 

             (３)空室利活用事業 

３） 家康楽市実行委員会 

   ・設  立・・・平成 23 年 

   ・委 員 長・・・秋元健一（NPO 出世の街浜松プロジェクト 代表） 

   ・経  緯・・・ 浜松の誇れる飲食店や生産者、市民有志が供創して、浜

松市の歴史・文化と食ブランド「浜松産パワーフード」を

結びつけ、「出世の街 浜松」の物語を広めながら、それぞ

れが浜松の魅力に対する価値観を高め、ブランド化を図っ

ていくことを目的として設置。 

   ・事業内容・・・「家康楽市」の開催 

   ・活動実績・・・平成 23 年度より毎年、年 2回（春と秋の土日 2日間）開催 

           来場者数：平成 25 年度 1 日平均約 10 万人 

   ・事業効果・・・ 毎年、多くの来場者でにぎわうイベントであり、中心市

街地の活性化に大いに寄与している。また、浜松城公園で

開催するため、中心市街地の回遊性も高めている。 
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４） まちゼミ実行委員会 

・設  立・・・平成 22 年 

    ・委 員 長・・・佐々木まり子（肴町所在のブティック『サンマリー』） 

    ・経  緯・・・中心市街地商店街の各商店が講師となり、各商店の専門知

識や特性、ネットワークを活かして少人数のゼミナールを

無料で開催することで、各商店の存在や特徴を知っていた

だくとともに、各商店とお客様との交流を通して、商店街

ならびに各商店のファンづくりと中心市街地の活性化を

推進することを目的として設置。 

   ・事業内容・・・「得する街のゼミナール」の開催 

   ・活動実績・・・年 2回開催 

           平成 25 年度実績 

           ①開催期間：平成 25 年 8 月 1 日～9月 30 日 

            参加店舗：47 店舗  講座数：68 講座 

            受講者数：631 名 

           ②開催期間：平成 26 年 2 月 10 日～3月 31 日 

            参加店舗：39 店舗  講座数：56 講座 

            受講者数：674 名 

   ・事業効果・・・ 各個店の魅力を多くの市民に知ってもらうことにより、

当該ゼミに参加した多くの方が、ゼミ参加以降、参加店舗

のお客様となる等、個店の魅力アップに寄与するとともに、

商店街の魅力向上にも繋がっている。また、ゼミ参加店舗

のネットワークが強化されたことにより、中心市街地にお

ける様々なネットワークとの連携強化が図れている。 

５） 浜松ブランドフードフェス実行委員会 

    ・設  立・・・平成 23 年 

・委 員 長・・・高木一弘（老舗割烹「富久竹」） 

    ・経  緯・・・ 全国的にも定評のある浜松ブランド食材を活用して、魅

力的な料理等をお客様に提供し、各店舗及び浜松産ブラン

ド食材の魅力向上を図るとともに、「浜松の食」で他都市

から本市中心市街地へと来街する流れを、また、多くの来

街者でにぎわうまちなかを創出する。 

    ・事業内容・・・HAMAMATSU BRAND FOOD FES の開催 

    ・活動実績・・・平成 23 年度～平成 24 年度 

            「HAMAMATSU BRAND FOOD FES」3 回 

             まちなかの老舗飲食店等が浜松ブランド食材を使用した

特別料理を3プライス(1,575円(ランチ)、3,150円、5,250

円)で提供する食の彩典 
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             参加店舗：20 店舗 

             平成 25 年度 

             ①「HAMAMATSU BRAND FOOD FES 夜学」 

              例年とは趣向を変えて、「夜学」と称して各店ごとに

地元の著名な方や専門家を講師として招き、それぞれの

テーマに沿った知識を深めながら、浜松ブランドの食材

を使った期間限定料理を味わうことのできるゼミナール

形式の食の彩典を開催した。 

             参加店舗：22 店舗 

             講 座 数：40 講座  受講者数：422 人 

        ②「浜松街中おもてなし帖」の作成 

         中心市街地において浜松ブランド食材を使用する老舗

店舗等の歴史や料理人の紹介、醸し出すお店の雰囲気等

を身近で感じられる冊子を 1 万冊作成して多くの市民や

東京等で開催された浜松に関する交流会にて配布し、観

光客を含めたまちなかへの来場が期待できる取り組みを

実施した。 

・事業効果・・・ 中心市街地の老舗・名店と言われている飲食店が、「浜

松の食文化」の発展のためにライバル関係を度外視して

結集した。お互いに参加店舗間の料理を食べて、浜松ブ

ランド食材の調理方法や味を研究したり、他店の内観や

雰囲気をお客様に説明できるよう参加店舗同士が集まり

積極的に意見交換するなど、新たなにぎわい創出のため

の裾野を広げたことで、多くの来街者を呼び込むことが

できている。また、まちゼミ実行委員会との連携のよう

な飲食店と商業者、企業との連携強化に繋がっている。 

７） ゆりの木通り手作り品バザール実行委員会 

・設  立・・・平成 20 年 

     ・委 員 長・・・織田里香（ゆりの木通り商店街「カスミヤ」） 

     ・経  緯・・・ 「買って楽しい、見て楽しい、話して楽しい」をコン

セプトに「手作り品バザール」を開催し、出店者と来街

者、商店と出店者、商店と来街者が交流を深まることで、

新たな人の繋がりを生み出し、商店、商店街の認知度を

高めるとともに、より良い身近な雰囲気を作り出すこと

によって、各商店及び出店者の売上向上と来街者の増加

を図ることを目的として設立 

     ・事業内容・・・ 「ゆりの木通り商店街」歩道において、一般の方々が

オリジナルの手作り品をワゴン販売する「手作り品バザ

ール」を開催する。 
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・活動実績・・・毎年 1回開催  

             平成 25 年度  

             開催期間：平成 25 年 11 月 5 日(土)～6 日(日)2 日間 

             来場者数：約 12,000 人 

     ・事業効果・・・ 多くの人々が「手作り品バザール」を通して当該商店

街の各商店と触れ合うことで、再来街する人々が増え、

にぎわい創出につながっている。また、当該事業の効果

もあり、現在では、当該商店街の１Ｆテナントは全て埋

まるなどの効果を発揮している。 

    ８） 浜松まちなか軽トラ市 in モール街実行委員会 

     ・設  立・・・平成 23 年 

     ・委 員 長・・・小野晃司(サゴーエンタプライズ㈱ 代表取締役社長) 

・経  緯・・・ 三遠南信地域の農林水産事業者が、自ら生産する安全

かつ新鮮な商品を、軽トラック等を販売台として、中心

市街地のモール街で自ら販売することにより、消費者と

の交流の場となる「軽トラ市」を開催することで中心市

街地の活性化及び居住者の利便性向上を図ることを目的

として設立 

     ・活動実績・・・平成 23 年 5 月より毎月第 2土曜日 9：30～12：30 開催 

             来場者数：毎回約 3,000 人 

     ・事業効果・・・ 平成 23 年 5月から毎月開催されていることで、多くの

市民、近隣居住者に認知され、毎回にぎわいを見せてお

り、中心市街地のにぎわい創出及び居住者の利便性向上

に寄与している。 

    ９） 浜松七夕夏まつり実行委員会 

     ・設  立・・・昭和 27 年 

     ・委 員 長・・・中村皇積((一社)浜松商店界連盟 副会長) 

     ・経  緯・・・ 「浜松七夕夏まつり」を通して、中心市街地において

浜松ブランドである「ゆかた」を着る機会を創出するこ

とにより、親子や若者を集客し、にぎわいを創出するこ

と、及び来街者による非日常的な消費活動へと連動させ

ることにより、中心市街地ならではの商業文化の確立す

ることを目的として設立。 

     ・事業内容・・・「浜松七夕夏まつり」の開催 

・事業活動・・・毎年 1回開催 7月～8月（イベント 2日間～3日間） 

             平成 26 年度 

             ①浜松七夕夏まつり協賛セール 
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             ②各商店街独自イベント（七夕飾りつけ等） 

             ③ゆかた着付け 

             ④ゆかたでお仕事デー 

             ⑤七夕盆踊り 

             ⑥七夕ウォークラリー 

             ⑦抽選会 

        来場者：盆踊り会場 13,000 人 

・事業効果・・・ 戦後の復興に合わせて開始され、長年にわたり受け継

がれてきたイベント。ゆかた振興を兼ねて当該事業を実

施し、各商店街がイベント、盆踊り等ゆかたを着る場所

を提供することにより、中心市街地の回遊性を高め、来

街者が長時間にわたって滞在するなど、中心市街地のに

ぎわい創出に寄与している。 


